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（3）設計段階
設計段階ではまず、改良目的、基本方針及び詳細調査を基に設計条件を設定する。設計条件は、計画条件、

利用条件、自然環境条件、施工条件、材料条件などの諸条件であるが、材料条件においては、利用する既存部
材等の性能を適切に評価した上で、利用可否や補修・補強の判断等を行い、改良設計の前提条件として整理
を行う。
次に構造断面等の決定では、整理した前提条件及び当該施設の置かれる諸条件を勘案し、改良時点におけ

る技術基準及び標準的な性能照査方法に基づき、構造断面や使用材料等の決定を行うとともに、維持管理計
画書（案）として更新する。また、必要に応じて、既存部材等の補修・補強などの対策内容も決定する。なお、
改良時点における標準的な性能照査方法を既存部材等に適用すると、合理的な構造断面や使用材料等の決定
が困難な場合も有り得る。このような場合は、数値解析や過去の実績に基づく性能照査方法などを参考に、
照査方法の変更を行い、設計を進めることも考えられる。ただし、照査方法の変更に伴い、当該施設の既存
情報に不足が生じる時は、調査段階に戻り再度、詳細調査を実施することが望ましい。
調査・設計段階における対応では、合理的な構造断面や使用材料等の決定が困難な場合には、計画段階に

戻り、改良の基本方針の再検討が必要となる場合もある。このため、既存施設の改良設計にあたっては、こ
れらの再検討が必要となる可能性も考慮して、そのための十分な時間と費用に配慮しつつ作業を進めること
が望ましい。

（4）施工段階
設計段階では詳細調査が困難であった既存部材等であっても、施工段階には比較的容易に詳細調査が実施

できる場合もある。このため、設計段階で決定された断面で構造上重要と考えられる既存部材・部位につい
ては、施工段階で追加的な詳細調査が実施できる場合には、予め施工計画の中に位置づけておくことが望ま
しい。また、設計段階において健全と判断された部材が施工途中に著しく劣化・損傷している状況が確認さ
れるなど、設計との不整合があった場合には、調査段階まで戻り再度、検討する必要がある。このため、既存
施設の改良にあたっては、これらの再検討が必要となる可能性も考慮して、そのための十分な時間と費用に
配慮した計画を立て、進めていくことが望ましい。

（5）維持段階
維持段階では、設計及び施工段階において変更された維持管理計画書に基づき、点検診断、補修工事など
によって適切に施設の維持管理を実施しなければならない。特に、改良による既存施設の構造形式の変更や
部材の補強に伴い、維持管理レベルが変更となる場合もあることから維持管理計画書を十分に確認すること
が必要である。
また、既存部材等を用いて改良を行った施設ついては、利用する既存部材等は新規部材等に比べ、自然環

境や荷重作用の下に長い期間置かれ、思わぬ劣化や損傷が発生する可能性があることに留意して維持管理を
実施することが望ましい。 

2 . 4 . 4 改良設計の留意事項
既存の技術基準対象施設の改良設計にあたって考慮すべき事項は、新規の技術基準対象施設の設計と同じ

である（本章2 . 3 設計の基本事項を参照）が、改良設計に固有で留意すべきこともあり、以下にそれらの留意
事項を示す。

（1）改良工法の抽出及び改良断面の性能評価
既存施設の改良設計では、新規施設の設計と比較すると改良断面は複雑となる場合が多く、改良工法の選

択肢は多岐にわたる。一方で、合理的な改良断面とするためには、既存施設の構造断面に対応した適切な改
良工法が見逃されないように、網羅的に改良工法を抽出する必要がある。さらに、既設構造と新設構造の組
合せによる改良断面は、各々の構造の挙動や変形性能だけではなく、既設構造と新設構造の相互作用の影響
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も考慮に入れた構造全体としての性能の評価が必要となる。改良工法の抽出や改良断面の性能評価に関する
基本的な考え方については、文献15）などを参考にすることができる。

（2）気候変動に対する影響把握に基づく改良設計
本技術基準は、技術基準対象施設の新設または改良に着手した時点において適用されることが原則である
ものの、気候変動に対する港湾施設または港湾機能の脆弱性を把握する場合、過去の技術基準が適用されて
いる施設であっても、当該施設の現在気候および将来気候に対する保有性能等を最新の技術基準によって検
討することが望ましい。技術基準対象施設の改良の着手時期についても当該検討結果に基づき適切に判断す
る必要がある。

（3）設計供用期間
既存施設の改良設計における設計供用期間は、新規施設の設計供用期間と同じく、「施設の設計にあたって、
当該施設の要求性能を満足し続けるものとして適切に設定されるべき期間」である。一般に、改良設計にお
ける設計供用期間は、改良された施設の供用開始を起点として定義される。

（4）要求性能・性能規定・性能照査手法
既存施設の改良設計における要求性能及び性能規定は、施設の設置目的及び改良目的に応じて設定する必
要がある。改良目的によっては、改良前の既存施設が確保している要求性能及び性能規定とは全く異なる場
合や追加される場合もあるため、改良目的を十分に理解し設定する必要がある。

（5）計画条件・利用条件
①共通事項
新規施設の設計では、一般に、設計に先立ち計画条件や利用条件を設定し、設定した条件に基づき設計を
進めることになるが、既存施設の改良設計においては、法線位置やエプロン勾配など、既存施設の置かれて
いる状況に応じて、設計を進めていく段階で決定される条件もある。また、改良に伴い施設の利用形態に変
更がない場合には、対象船舶や荷役機械に係る事項については、実利用船舶や実荷役機械を踏まえた設計が
可能である。
②係留施設の法線
係留施設の改良設計では、既存施設の法線の前出しの可否や前出しが可能な範囲の大小が、構造形式、設
計断面、施工方法等の選択の幅に大きく影響を及ぼす。すなわち、改良設計における法線位置に係る制約条
件が、全体工期や工費に大きな影響を及ぼすことになる。このため、法線の変更に際し、埋立申請など準備
時間がかかる場合には、その点に十分注意して、法線変更に係る計画条件を早期に検討しておく必要がある。

（6）自然環境条件
既存施設の改良設計では、当該施設の情報を有効に利用することが可能である。そのため、自然環境条件
の設定にあたっては、作用や被災の履歴、劣化事象の特徴などを可能な限り分析し、その結果を踏まえた条
件設定を行うことも可能である。例えば、当該施設が過去に作用を受けた波浪、鋼材の腐食速度、圧密され
た粘性土地盤の強度などが考えられる。

（7）材料条件
既存施設の改良設計における材料条件の設定にあたっては、本章2 . 3 . 7 材料条件・施工条件に示す事項に
加えて、以下に示す点に留意する必要がある。
①既存部材等に係る条件の設定
既存施設の改良では、既存施設の一部の構成要素（材料、部材、改良地盤、製品等）を利用することになる
が（以下、既存部材等と呼称する）、これらの既存部材等の利用可否が、構造形式、設計断面、施工方法等の選
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択の幅に大きく影響を及ぼす。すなわち、既存部材等の利用可否が、全体工期や工費に大きな影響を及ぼす
ことになる。このため、改良設計にあたっては、これらの既存部材等の利用可否等の諸条件を、設計条件と
して慎重に設定する必要がある。
具体的には、既存施設の各構成要素に対して、以下の項目について検討し、設計条件の一部として設計着

手前に整理しておく必要がある。
－評価を行うための物性値や応力状態・履歴等の入力パラメータの設定
－期待する性能（新たに設定する設計供用期間に対して）
－期待する性能に対する評価の方法
－改良設計を行う際の前提条件（補修・補強の必要性などの評価の結果）

②既存部材等の性能の評価
既存部材等の性能の評価手順の一例を図－2 . 4 . 3に示す。

 
［共］第２章図２．４．３.docx 

 

図－2.4.3 既存部材等の性能の評価手順 

・・利利用用可可否否のの判判断断
（（補補修修・・補補強強等等のの必必要要性性
のの判判断断等等をを含含むむ））

・・性性能能照照査査にに基基づづくく構構造造断断
面面やや使使用用材材料料等等のの決決定定
（（利利用用すするる既既存存部部材材等等のの
性性能能のの確確認認もも含含むむ））

bb))  既既存存部部材材等等にに期期待待すするる
性性能能のの整整理理

aa))  既既存存部部材材等等のの劣劣化化・・
損損傷傷状状況況のの把把握握

・・改改良良目目的的、、要要求求性性能能、、設設
計計供供用用期期間間のの設設定定

・・利利用用部部材材のの選選定定

cc))  既既存存部部材材等等のの性性能能
のの評評価価

dd))  評評価価結結果果のの反反映映
((材材料料条条件件のの設設定定))

・・利利用用可可否否のの判判断断結結果果
（（評評価価方方法法含含むむ））をを材材料料
条条件件ととししてて反反映映

・・既既往往点点検検診診断断結結果果おおよよびび
詳詳細細調調査査結結果果のの確確認認

・・物物性性値値等等のの入入力力パパララメメーー
タタのの設設定定

構構造造断断面面等等

のの決決定定

図－2 . 4 . 3　既存部材等の性能の評価手順

　（a）既存部材等の劣化・損傷状況の把握
 　既存部材等の性能評価にあたっては、対象既存部材等の劣化・損傷状況の把握が必要となる。劣化・損
傷状況の把握は、既往の点検診断結果（維持管理計画書）及び事前に実施された詳細調査の結果を基に既
存部材等の健全性などを確認し、性能の評価に必要となる既存部材等の物性値や応力状態・履歴等の入力
パラメータを設定する。

　（b）既存部材等に期待する性能の整理
 　次に、既存部材等に期待する性能の整理が必要となる。既存部材等に期待する性能の整理にあたっては、
当該施設の改良目的を確認し、施設全体を対象として、改良目的に応じた要求性能、設計供用期間を設定
する。この改良目的、要求性能、設計供用期間を踏まえて、当該施設の改良において利用する既存部材等
の候補を選定するとともに、利用する各既存部材等に期待する性能をそれぞれ整理する。

　（c）既存部材等の性能の評価
 　次に、既存部材等の性能の評価が必要となる。既存部材等の性能の評価にあたっては、利用する既存部
材等について設計供用期間中の性能の低下を予測し、設計供用期間にわたって期待する性能が確保される
かを適切に評価した上で、図－2 . 4 . 4を参考に利用可否等の判断を行い、改良設計を行う際の前提条件と



─52─

【共】 第2章 技術基準対象施設の建設、改良または維持

【
共
】第
２
章

して整理する。
 　利用可否等の判断では、設計供用期間にわたって性能が確保される場合は既存部材等を現状のまま利用
が可能であるが、確保されない場合は既存部材等に対して補修または補強等の対策を実施することで利用
が可能となる。ただし、補修または補強等の対策が実施できない場合は、維持段階における対応を計画し
た上で既存部材等を利用するか、もしくは利用が困難と判断する必要がある。条件付きで既存部材等を利
用する場合とは、設計供用期間中に既存部材の大規模な補修・補強工事等を行うことを前提に設計を行う
場合である。既存部材等の利用が困難と判断した場合は、当該部材を撤去するのか、または残置するのか
を当該施設の改良への影響を考慮した上で決定する。
 　また、性能の評価は詳細調査等によって得られた実測データを基に、解析等により期待する性能を定量
的に照査することが基本である。ただし、調査等によって実測値が得られない部材・部位や、水中・土中
または施設の利用状況により調査自体が困難である部材・部位を利用せざるを得ない場合には、既存部材
の劣化度の推移予測または同種部材の過去の実績等を踏まえて、有識者や専門技術者の判断の下で設計供
用期間にわたる性能の確保の可否を判断する必要がある。

 
［共］第２章図２．４．４.docx 

 

図－2.4.4 利用可否等の判断フロー 

NNGG設設計計供供用用期期間間にに

わわたたるる性性能能のの
確確保保

補補修修・・補補強強等等
のの対対策策のの実実施施

現現状状ののまままま利利用用がが
可可能能

補補修修・・補補強強等等のの対対
策策をを実実施施すするるこことと

でで利利用用がが可可能能

条条件件付付ききでで利利用用がが
可可能能

OOKK

可可

不不可可

不不可可

可可

利利用用がが困困難難
((撤撤去去ままたたはは残残置置))

既既存存部部材材等等のの性性能能
のの評評価価

維維持持管管理理段段階階
ににおおけけるる対対応応

可可

図－2 . 4 . 4　利用可否等の判断フロー

　（d）評価結果の反映
 　（c）に示す既存部材等の性能の評価結果は、構造断面等の決定における重要な前提条件となるため、材
料条件として反映させる必要がある。反映の際には利用可否等の判断結果とともに、評価方法が定量的評
価または定性的評価のいずれに基づくものかも含めて、その判断根拠を設計図書等に明確に記録する必要
がある。
③既存部材と新規部材との接合による影響
改良設計にあたっては、既存施設の部材・材料と新規に追加する部材・材料との接合に関して、接合方法
の確実性、異なる特性を有する部材・材料を接合することによる劣化や腐食の促進がないこと、などに留意
する必要がある。

（8）施工条件
既存施設の改良設計においては、当該施設や隣接施設の供用状況などが、施工方法、施工範囲、施工時期、
施工期間の制約となり、改良工法の選定や工期・コストに大きな影響を与えるため、改良設計の着手前に十
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分に調査・調整し、設計条件として設定することが重要である。例えば、施工時の代替施設の有無、バース
シフトや供用施工の可否、海上施工や陸上施工の制約などが考えられる。
また、既存施設の改良工事では、既存部材の耐力が想定以上に低下している可能性もあるため、施工手順
や事前調査を含めて、施工中に構造的に不安定な状態とならないような施工上の制約条件を適切に設定する
必要がある。

（9）維持に係る条件
維持に係る条件としては、新規施設の設計と同様に、供用期間中の維持管理が容易に行えることであり、
各構造部材の点検や、劣化・損傷等への対応を容易とする配慮が必要である。既存施設の改良では、既存部
材を有効に利用することを前提としているため、改良に伴う部材の追加等により、建設当初断面より複雑な
構造となることがある。そのため、維持管理が容易となる構造断面及び部材の選定を行うことが望ましい。

（10）設計条件を超える事象への配慮
施設の建設、改良に関わらず、設計条件を超える事象への配慮としては、想定外の作用によって、当該施設

の局部的な損傷・倒壊が施設全体に致命的な影響を与えることがないように、構造断面及び部材の設定を行
うことが望ましい。そのため、健全性や残存耐力の定量的な評価が困難な既存部材に対しては、過度に冗長
性を求める設計を避け、新規に設置した部材や既存部材の場合には定量的に耐力等が評価された部材に対して、
粘り強さを期待するような構造設計を行うことが望ましい。

（11）環境等への配慮
施設の建設、改良に関わらず、当該施設が置かれる諸条件を勘案して、港湾の環境の保全、港湾の良好な景

観の形成、港湾の保安の確保など、環境等に対して配慮することが望ましい。
なお、供用期間を延長するための既存施設の延命化の場合であっても、CO2の削減、景観・親水性への配慮、
土木遺産としての保全、生物共生型港湾構造物への要請等の社会的要請の高まりによって、施設が当初に保
有していた機能または改良目的以外の付加的な要素への対応が必要な場合がある。改良設計における環境等
への配慮にあたっては、上述したような状況の変化に十分に留意する必要がある。

（12）経済性
既存施設の改良設計にあたっては、施工及び維持への配慮、当該施設の置かれる諸条件を十分に考慮した

上で、改良費等の経済性の比較を行い、構造断面や使用材料等の設定を行う必要がある。
なお、経済性の指標としては、改良費用（補償費も含む）に加えて、維持に係る費用（補修費、補強費、点検

費など）、取壊し等の費用などの直接費用のほか、改良工事による供用休止に伴う損失等の間接費用も考慮す
ることができる。
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